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                         土砂災害警戒情報に関する説明会  H19.2.5～8 

 

 
                                                                                                                                         

■土砂災害警戒情報とは 

 
大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の

自主避難の参考となるよう、県と気象台が共同で発表する新たな防災情報です。 
 

情報の出る順番： 大雨注意報 → 大雨警報 → 土砂災害警戒情報 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

■土砂災害警戒情報の伝達経路 

 
情報伝達は、土砂災害の危険度が高まった場合に、県と気象台が内容を確認し、秋田地方気象台から

県・気象台合同で警戒情報が発表されることになります。警戒情報は従来の大雨注意報・警報と同様に、

報道機関へ発表されるとともに、既設の防災回線を通じて県総合防災課へ送信され、それぞれ関係する

市町村等へ情報が伝達されます。  図－１ 土砂災害警戒情報伝達フロー（案） 
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■土砂災害警戒情報の伝達内容 

  
 
ＦＡＸによる補足的な情報伝達の例 

（県河川砂防課→地域振興局建設部→市町村）→  
 
 
 
 

ＦＡＸによる情報伝達の例 

（気象台→県総合防災課→市町村への伝達） 

 

 

 

■土砂災害警戒情報の発表内容 

 

 

図－２ ＦＡＸによる情報伝達の例 ↑ 

（気象台→県総合防災課→市町村への伝達） 

 

            

 

 

 

                                               

■土砂災害警戒情報の判定基準 

 

土砂災害の危険度を判定するため、 

地区毎に土砂災害危険基準線を設定す 

ることになります。 

これは、長時間の指標（土壌雨量 

指数）と短時間の指標（６０分間雨量） 

の２種類の指標を用い、土砂災害の 

危険性を判定するものです。 

基準値を越えた場合、土砂災害 

警戒情報の発表を検討することに 

なります。 
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図－４ＨＰ等による補足的な情報提供の例 → 

（県河川砂防課→市町村・住民等）  

 図－３ ＦＡＸによる補足的な情報提供の例  ↑ 

（県河川砂防課→地域振興局建設部→市町村）  

県のＨＰにより提供される分布図のイメージ  

図－５  
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■運用までのスケジュール 

 

 今後、試行運用を実施し、情報伝達が的確におこなわれるか確認するとともに、検討委員会にて専門

家や関係機関の意見を伺いながら、来年度の本運用に向けて作業を進めていきます。 
 
                平成１８年度のスケジュール 
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平成１９年度のスケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今年度～運用までのスケジュール 

 
                                               
■ 発表後の体制 

 

土砂災害警戒情報発表後は、市町村等関係機関において、巡視点検や兆候の有無の確認、避難勧告・避

難指示を検討し、早期の警戒避難体制を確立することによって、土砂災害による人的被害の回避に繋げていき

たいと考えております。 

 

 

 


